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一 

 



 

私
は
こ
の
件
に
つ
い
て
、
関
係
委
員
会
を
は
じ
め
、
質
問
主
意
書
を
も
つ
て
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ

の
解
明
の
な
い
ま
ま
、
料
金
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。 

一 

ま
ず
、
自
賠
責
保
険
は
ユ
ー
ザ
ー
が
支
払
う
保
険
料
の
収
入
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
保
険
料

の
内
訳
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
純
保
険
料
と
、
会
社
経
費
・
代
理
店
手
数
料
（
い
わ
ゆ
る
付
加
保
険
料
）

を
自
家
用
乗
用
車
、
自
家
用
小
型
貨
物
、
軽
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

自
賠
責
保
険
の
今
回
の
改
定
に
伴
い
死
亡
限
度
額
は
二
千
五
百
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
交
通
事
故
に

伴
う
平
均
死
亡
損
害
額
は
二
千
五
百
六
十
万
円
（
交
通
特
答
弁
）
で
あ
る
。
従
つ
て
任
意
自
動
車
保
険
の
給
付
改 

政
府
は
、
本
年
四
月
十
五
日
よ
り
、
自
賠
責
保
険
（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
）
の
料
率
引
上
げ
を
行
つ
た
。 

よ
つ
て
、
再
度
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

自
賠
責
保
険
の
保
険
料
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

三 

今
回
の
自
賠
責
保
険
料
の
値
上
げ
は
、
平
均
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
が
、
車
種
及
び
契
約
年
数
に

よ
つ
て
は
、
次
の
表
の
と
お
り
超
大
幅
な
も
の
も
あ
る
。 

善
及
び
保
険
料
引
下
げ
が
当
然
行
わ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

四 

    軽
自
動
車
（
軽
四
輪
、
軽
二
輪
）
は
、
一
挙
に
二
倍
以
上
、
原
付
自
転
車
も
八
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
値
上

げ
率
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
が
強
制
力
を
も
つ
て
行
う
施
策
と
し
て
は
、
不
親
切
の
域
を
越
え
た
暴
挙
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
こ
の
様
な
大
幅
な
値
上
げ
は
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
家
計
に
打
撃
を
与
え
る
ば
か
り
で
な
く
、

値
上
げ
直
前
の
自
動
車
の
駆
け
込
み
需
要
の
発
生
と
そ
の
反
動
な
ど
、
自
動
車
業
界
や
登
録
・
車
検
等
の
関
連 

 



 

四 

自
賠
責
保
険
制
度
は
、
交
通
事
故
の
被
害
者
救
済
を
目
的
と
し
て
自
動
車
の
ユ
ー
ザ
ー
に
加
入
を
強
制
し
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
任
意
自
動
車
保
険
が
運
転
者
自
身
の
過
失
担
保
保
険
で
あ
る
の
に
対
し
、「
準
税
金
」
的
性

格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
準
税
金
」
的
性
格
を
考
慮
し
た
場
合
、
加
入
者
の
負
担
能
力
（
担
税
能
力
）
と
の
均

衡
を
図
る
こ
と
に
よ
る
公
平
な
保
険
料
の
設
定
が
必
要
と
考
え
る
。 

次
の
表
は
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
負
担
能
力
の
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
る
車
両
価
格
（
平
均
的
車
種
価

格
）
に
対
す
る
自
賠
責
保
険
料
の
比
率
を
車
種
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
示
さ
れ
た
原
付
自
転

車
・
小
型
二
輪
自
動
車
等
の
突
出
し
た
割
高
負
担
の
不
公
平
に
つ
い
て
自
賠
責
保
険
審
議
会
に
諮
問
し
、
是
正 

こ
の
様
な
大
幅
値
上
げ
が
、
自
賠
責
保
険
の
収
支
改
善
上
、
不
可
欠
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
車
種
別
収

支
が
赤
字
に
な
つ
た
段
階
で
小
き
ざ
み
な
料
金
改
定
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ユ
ー
ザ
ー
及
び
社
会
へ
の
影
響
を

軽
減
す
べ
き
で
あ
つ
た
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

機
関
の
健
全
な
運
営
に
も
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。 

五 

 



 

六 

を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
見
解
を
伺
い
た
い
。 

     

五 

現
在
、
我
々
が
自
賠
責
保
険
の
契
約
を
す
る
場
合
に
代
理
店
か
ら
受
け
る
説
明
に
よ
る
と
、
自
動
車
ユ
ー

ザ
ー
が
負
担
す
る
保
険
料
（
営
業
保
険
料
）
の
内
、
純
保
険
料
の
割
合
が
、
軽
自
動
車
に
つ
い
て
は
六
七
・
三

パ
ー
セ
ン
ト
、
原
付
自
転
車
に
つ
い
て
は
四
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
極
め
て
低
率
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

保
険
会
社
の
取
扱
い
費
用
・
利
益
な
ど
の
営
業
費
が
一
律
定
額
で
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
保

険
料
の
額
に
か
か
わ
ら
ず
保
険
一
件
の
取
扱
い
に
要
す
る
営
業
費
が
、
車
種
別
に
大
差
な
い
こ
と
は
理
解
で
き 

 



 

六 

自
賠
責
保
険
は
、
す
べ
て
の
自
動
車
に
加
入
を
強
制
し
、
今
回
の
様
な
大
幅
な
保
険
料
の
値
上
げ
を
一
方
的

に
押
し
つ
け
な
が
ら
、
加
入
者
に
対
し
保
険
収
支
状
況
や
値
上
げ
理
由
が
公
表
さ
れ
な
い
の
は
、
民
主
主
義
下

の
行
政
と
し
て
あ
ま
り
に
も
不
親
切
で
あ
り
不
信
感
を
招
い
て
い
る
。 

(1) 

小
型
二
輪
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
保
険
金
支
出
の
内
、
こ
れ
ら
の
同
乗
車
に
対
す
る
支
出
の
件

数
と
金
額
及
び
そ
の
割
合
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

る
が
、
原
付
自
転
車
の
場
合
、
三
千
三
百
三
十
円
の
保
険
に
加
入
す
る
の
に
四
千
六
百
七
十
円
の
手
数
料
等
が

必
要
と
い
う
価
格
体
系
に
な
つ
て
い
る
こ
と
は
、
常
識
外
の
こ
と
で
あ
り
制
度
的
欠
陥
と
考
え
る
が
、
こ
れ
を

是
正
す
る
考
え
は
な
い
か
見
解
を
伺
い
た
い
。 

事
故
率
が
低
下
し
て
い
る
原
付
自
転
車
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
解
を
得
る
た
め 

特
に
、
一
般
的
に
対
人
加
害
性
の
低
い
と
思
わ
れ
る
小
型
二
輪
自
動
車
は
、
従
来
か
ら
自
家
用
乗
用
自
動
車

よ
り
も
高
額
な
保
険
料
と
な
つ
て
お
り
、
大
半
を
占
め
る
無
事
故
ユ
ー
ザ
ー
が
疑
問
と
不
満
を
持
つ
て
い
る
。 

七 

 



 

八 

自
賠
責
保
険
は
、
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
に
高
額
な
保
険
料
負
担
を
強
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
ユ
ー
ザ
ー
の
理
解 

七 

原
動
機
付
自
転
車
の
自
賠
責
保
険
加
入
率
は
約
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
さ
れ
て
い
る
が
、
更
新
忘
れ
等
が

非
加
入
の
原
因
と
推
測
さ
れ
る
。 

(4) 

二
輪
車
の
単
独
事
故
に
お
い
て
同
乗
者
が
死
傷
し
た
場
合
、
保
険
金
支
給
の
対
象
と
な
る
か
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

(3) 

二
輪
車
の
対
車
両
事
故
に
お
い
て
、
二
輪
車
の
同
乗
者
が
死
傷
し
た
場
合
、
同
乗
者
に
対
す
る
保
険
金
の

支
出
は
、
ど
ち
ら
の
車
両
の
保
険
か
ら
行
わ
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(2) 
小
型
二
輪
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
保
険
金
支
出
の
、
そ
の
他
の
内
容
に
つ
い
て
対
象
別
（
歩
行

者
、
自
動
車
運
転
者
等
）
に
件
数
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

契
約
期
限
切
れ
に
際
し
て
保
険
会
社
は
、
加
入
者
に
対
し
ど
の
様
な
告
知
を
行
つ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
保

険
会
社
に
対
す
る
政
府
の
指
導
は
、
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

九 

道
路
交
通
法
改
正
に
よ
り
、
座
席
ベ
ル
ト
着
用
の
義
務
化
に
伴
い
自
動
車
保
険
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト

制
度
の
採
用
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
総
務
庁
の
試
算
で
も
座
席
ベ
ル
ト
を
着
用
す
れ
ば
年
間
二
千

人
以
上
（
交
通
特
答
弁
）
の
死
者
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
予
測
し
て
い
る
。
死
亡
事
故
を
防
止
す
る
の
に
そ 

が
得
ら
れ
る
よ
う
公
明
正
大
に
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
運
営
の
中
枢
機
関
で
あ
る
自
賠
責
保
険
審
議

会
は
ユ
ー
ザ
ー
の
意
見
を
十
分
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
政
府
は
、
私
の
質
問
主
意
書
の
答

弁
（
内
閣
衆
質
一
〇
二
第
二
号
）
で
「
ユ
ー
ザ
ー
等
の
意
見
も
十
分
反
映
さ
れ
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
が
、
今
回

の
答
申
経
過
を
み
て
も
何
ら
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
公
正
な
審
議
会
と
い
え
な
い
。
審
議
会
委
員
よ

り
監
督
官
庁
の
委
員
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。
重
ね
て
真
の
ユ
ー
ザ
ー
代
表
を
委
員
に
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
こ
と

を
主
張
す
る
。
し
か
も
、
四
輪
ユ
ー
ザ
ー
代
表
と
い
わ
れ
る
委
員
も
臨
時
委
員
に
過
ぎ
ず
千
八
百
万
人
を
数
え

る
二
輪
車
ユ
ー
ザ
ー
の
代
表
は
参
加
し
て
い
な
い
。 

こ
の
際
、
各
ユ
ー
ザ
ー
代
表
を
審
議
会
委
員
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
政
府
の
所
見
を
伺
い
た
い
。 

九 

 



 

 

一
〇 

れ
ほ
ど
効
果
の
高
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
諸
外
国
で
も
座
席
ベ
ル
ト
法
制
化
に
伴
い
、
自
動
車
保
険
制
度
の
改

定
を
行
つ
て
い
る
の
で
我
が
国
に
お
い
て
も
法
律
施
行
ま
で
に
自
動
車
保
険
制
度
の
改
定
を
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。
従
つ
て
そ
の
改
定
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


